
（２）給水装置整備工事等設計業務委託受注者による設計業務を履行する場合（委託設計）

　　　〔※工事申込受付～設計業務委託完成まで〕

（※１へ続く）

委託費支払い

直接経費（委託設計費）
金額確定

本調整（指導監察）

精査・確認

設計指示書

確認

道路埋設工事調整
企業間調整

作成・埋設協議

調整図面・資料等

納品

検収担当（技術監理委託）による検査

設計業務委託完成

設計業務委託完成検査

設計業務成果品一式設計業務成果品一式

幹事会発表
道路工事調整協議会

調整図面・資料等

受理
設計指示書

設計業務履行開始

調整室へ依頼

受注者
（給水装置整備工事等設計業務委

託）
工事申込者

提出・協議 受理・協議

事前確認書 事前確認書 事前確認書

協議

お客さまサービス課
（工業用水道）

給水課
（給水装置整備）

工事申込書類 工事申込書類

工事申込通知書 工事申込通知書

作成

作成 受理

作成・提出 受理

設計打合せ

※内部施設に関する内容につ

いては、給水課（調査企画）と

協議を実施 

・給水施設工事申込書 

・工業用水道使用計画書 

・確約書 

・確認書 ほか 

交付・設計業務協

※本書は、工事事務担当へ保管依頼 

※認定道路での工事で占用

（掘削）延長が20m以上の場合

に必要。 

納品 

納品 

検査合格 


